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総

務

委

員

会

　

基
地
跡
地
対
策
特
別
委
員
会

一般質問・常任委員会・特別委員会

　

調
布
基
地
跡
地
の
状
況
に
関
し
て
は
、
調
布
市
よ
り
、

二
枚
橋
焼
却
場
の
稼
動
停
止
に
伴
い
、
新
た
な
処
理
施

設
が
稼
動
す
る
ま
で
の
間
、
可
燃
ご
み
を
、
収
集
車
か

ら
搬
送
用
コ
ン
テ
ナ
に
積
み
替
え
て
搬
送
す
る
必
要
が

あ
る
た
め
、
同
跡
地
内
に
積
み
替
え
施
設
を
暫
定
設
置

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
協
力
依
頼
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
、
本
市
で
は
、
近
隣
の
福
祉
施
設
利
用

者
の
安
全
、
収
集
車
の
搬
入
・
搬
出
ル
ー
ト
等
に
十
分

配
慮
す
る
よ
う
申
し
入
れ
、
了
承
す
る
旨
を
回
答
し
た
。

　

府
中
基
地
跡
地
留
保
地
の
状
況
に
関
し
て
は
、
国
立

医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
の
移
転
に
係
る
課
題
に
つ
い

て
、
同
研
究
所
及
び
市
の
関
係
課
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
等
の
報
告
が
あ

り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

　

総
務
委
員
会

第
77
号
議
案

府
中
市
副
市
長
の
定
数
を
定
め
る
条
例

　

主
な
内
容
に
つ
い
て
、﹁
法
の
規
定
に
基
づ
き
、

副
市
長
の
定
数
を
２
人
と
す
る
﹂
、
﹁
本
条
例
を
平

成
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
し
、
府
中
市
助
役
定

数
条
例
を
廃
止
す
る
﹂
等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
地
方
分
権
の
伸
展
等
に
よ
り
、

地
方
自
治
体
の
責
任
が
拡
大
す
る
中
で
、
多
様
な
政

策
課
題
に
的
確
・
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
、
副
市
長

は
２
名
必
要
と
判
断
し
て
い
る
﹂
等
の
答
弁
が
あ
っ

た
。

　

委
員
か
ら
、
﹁
市
民
ニ
ー
ズ
も
人
口
の
増
加
に
伴

っ
て
増
え
て
き
て
お
り
、
地
方
分
権
と
い
う
時
代
の

流
れ
に
あ
っ
た
制
度
が
必
要
で
あ
り
、
本
案
に
賛
成

す
る
﹂
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な

く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　

こ
の
議
案
は
、
地
方
自
治
法
が
一
部
改
正
さ
れ
、

市
町
村
の
助
役
に
代
え
て
副
市
長
を
置
く
こ
と
と
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
も
の

総

務

委

員

会

　

文
教
委
員
会

第
81
号
議
案

府
中
市
体
育
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

主
な
改
正
内
容
と
し
て
、﹁
使
用
時
間
に
つ
い
て
、

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
と
し
、
夜
間
に
使
用

で
き
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
午
後
９
時
ま
で
に
改
め

る
。
さ
ら
に
、
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る

と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
で
き
る
﹂
、
﹁
使
用
料
の
不

還
付
規
定
の
た
だ
し
書
き
に
つ
い
て
、
新
た
に
、
市

長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
と
の
規
定

を
追
加
し
た
﹂
等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
現
状
に
合
わ
せ
て
、
使
用
時
間
や

使
用
料
の
還
付
等
に
係
る
規
定
、
名
称
な
ど
を
変
更

す
る
も
の
で
、
利
用
者
へ
の
影
響
も
な
い
と
考
え
る

の
で
、
本
案
に
賛
成
す
る
﹂
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な

く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　

こ
の
議
案
は
、
よ
り
充
実
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
行
う
た
め
、
体
育
施
設
の
使
用
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の　

総

務

委

員

会

　

厚
生
経
済
委
員
会

第
73
号
議
案

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
設
立

に
つ
い
て

　

主
な
内
容
に
つ
い
て
、﹁
法
令
の
規
定
に
よ
り
、

保
険
料
の
徴
収
事
務
及
び
被
保
険
者
の
便
益
増
進
に

寄
与
す
る
も
の
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
以
外
の
事

務
を
広
域
連
合
が
処
理
す
る
﹂
等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
現
状
の
医
療
制
度
で
は
、
若

年
層
の
更
な
る
負
担
増
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
全
体

の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
制
度
改
正
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
﹂
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
保
険
料
減
免
制
度
の
確
立
や
、
市

民
要
望
や
市
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
仕
組
み
づ
く
り
、

そ
し
て
、
議
会
へ
の
報
告
の
徹
底
を
望
む
﹂
等
の
要

望
・
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な

く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　

こ
の
議
案
は
、
老
人
保
健
法
の
改
正
に
基
づ
き
、

平
成
20
年
４
月
に
創
設
さ
れ
る
﹁
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
﹂
の
運
営
主
体
と
な
る
広
域
連
合
を
設
立
す

る
も
の　

総

務

委

員

会

第
85
号
議
案

府
中
市
地
域
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

こ
の
議
案
は
、
民
間
の
開
発
事
業
に
対
す
る
適
正

な
誘
導
や
、
市
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
へ
の
支

援
な
ど
を
本
条
例
に
追
加
し
、
更
な
る
ま
ち
づ
く
り

の
推
進
を
図
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の　

　

建
設
環
境
委
員
会

　

主
な
改
正
内
容
と
し
て
、﹁
ま
ち
づ
く
り
誘
導
地

区
を
指
定
す
る
﹂
、
﹁
開
発
事
業
ま
ち
づ
く
り
配
慮

指
針
を
定
め
る
﹂、﹁
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
行
う
団

体
に
活
動
経
費
の
助
成
な
ど
を
行
う
﹂
等
の
説
明
が

あ
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、﹁
本
市
の
工
業
・
準
工
業
地
域
は
、

25
ｍ
高
度
地
区
と
指
定
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
も
同
範
囲

内
に
制
限
し
て
い
る
﹂
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、﹁
低
層
住
宅
に
隣
接
す
る
商
業
地
域

に
対
し
て
も
高
さ
制
限
を
課
す
こ
と
を
検
討
し
て
ほ

し
い
﹂
等
の
要
望
・
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な

く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　

再
開
発
対
策
特
別
委
員
会

　

け
や
き
並
木
周
辺
整
備
に
関
し
て
は
、
け
や
き
並
木

周
辺
整
備
調
整
会
議
が
開
催
さ
れ
、
け
や
き
並
木
通
り

の
車
道
の
交
通
規
制
に
係
る
課
題
や
府
中
警
察
署
の
考

え
方
、
け
や
き
並
木
西
地
区
で
開
催
さ
れ
て
い
る
懇
談

会
の
概
要
等
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。

　

府
中
駅
南
口
Ａ
地
区
市
街
地
再
開
発
準
備
組
合
で
は
、

施
設
計
画
案
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、

け
や
き
並
木
の
景
観
等
に
配
慮
し
な
が
ら
、
再
開
発
事

業
の
採
算
を
図
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
平

成
18
年
度
中
に
は
結
論
を
出
し
た
い
と
し
て
い
る
。

　

府
中
駅
南
口
第
三
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
に
つ
い

て
は
、
18
年
９
月
29
日
付
け
で
都
知
事
か
ら
解
散
認

可
の
通
知
を
受
け
、
組
合
が
解
散
し
た
等
の
報
告
が
あ

り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

　

鉄
道
対
策
特
別
委
員
会

　

西
府
土
地
区
画
整
理
事
業
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
南

武
線
北
側
に
あ
る
仲
よ
し
広
場
周
辺
の
区
画
道
路
な
ど
、

11
路
線
の
道
路
築
造
、
下
水
道
工
事
の
ほ
か
、
駅
舎

建
設
用
地
や
都
市
計
画
道
路
用
地
な
ど
の
埋
蔵
文
化
財

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
建
物
移
転
に
つ
い
て
は
、
35
棟
の
補
償
契

約
が
完
了
し
、
現
在
、
新
駅
開
業
に
合
わ
せ
た
都
市
計

画
道
路
の
整
備
に
向
け
、
移
転
交
渉
を
進
め
て
い
る
。

　

保
留
地
処
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
18
年
10
月
11
日

に
入
札
が
行
わ
れ
、
扶
桑
レ
ク
セ
ル
㈱
が
落
札
し
た
。

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
と
の
協
議
で
は
、
新
駅
の
開
業
は
20
年

11
月
を
予
定
し
、
概
算
工
事
費
は
22
億
９
０
０
０
万
円

と
な
っ
て
い
る
等
の
報
告
が
あ
り
、こ
れ
を
了
承
し
た
。

景観形成への
　 今 後 の 取 組 は

美しい風格あるまちの実現に向け
主 体 的 に 行 っ て い く

医
療
制
度
改
革

負
担
増
に
よ
る
治
療
の
中
断
を

 

市

は

ど

う

考

え

る

か

影
響
等
は
判
明
し
て
い
な
い
が

 

医
療
費
等
の
状
況
を
見
守
り
た
い

前
川　

浩
子
議
員　

本
市
は
、
マ

ン
シ
ョ
ン
等
の
建
設
に
よ
る
景
観

変
化
が
著
し
い
中
、
都
市
景
観
条

例
を
定
め
て
、
様
々
な
景
観
づ
く

り
を
行
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
今
後
の
景
観
形
成
へ

の
取
組
を
聞
き
た
い
。

市
長　

景
観
法
の
制
定
に
伴
い
、
自

治
体
独
自
の
取
組
が
可
能
と
な
っ

た
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
整

理
し
、
新
た
な
展
開
に
向
け
た
枠

組
み
を
検
討
し
て
い
る
。

　

今
後
は
、
美
し
い
風
格
の
あ
る

ま
ち
の
実
現
に
向
け
、
よ
り
主
体

的
に
景
観
形
成
を
行
い
た
い
。

議
員　

今
後
、
本
市
が
景
観
行
政

団
体
に
な
る
こ
と
に
伴
い
、
景
観

計
画
の
策
定
や
建
築
物
等
の
制
限

な
ど
が
可
能
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
主
体
的
な
景
観
形
成

へ
向
け
、
市
の
具
体
的
な
取
組
は
。

都
市
整
備
部
長　

本
市
で
は
、
法

な
ど
と
の
整
合
性
を
図
り
、

地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
、

国
制
度
と
も
一
体
化
し
た

景
観
づ
く
り
の
シ
ス
テ
ム

が
構
築
で
き
る
よ
う
同
条

例
を
見
直
し
、
主
体
的
な

取
組
を
進
め
た
い
。

他 ﹁
国
民
保
護
計
画
﹂
に
つ
い

て

服
部　

ひ
と
み
議
員　

医
療
制
度

改
革
法
は
、
と
り
わ
け
高
齢
者
に

痛
み
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

既
に
、
平
成
18
年
10
月
か
ら
70

歳
以
上
の
現
役
並
み
所
得
者
の
窓

口
負
担
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
ま
た
、

医
療
費
の
適
正
化
計
画
と
し
て
、

療
養
型
病
床
の
削
減
・
廃
止
等
が

行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
負
担
増
に
よ
り
、
治

療
の
中
断
が
起
き
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
が
、
市
は
ど
う
考
え
る
か
。

生
活
文
化
部
長　

10
月
以
降
の

医
療
費
の
動
向
が
、
ま
だ
届
い
て

い
な
い
の
で
、
影
響
等
は
判
明
し

て
い
な
い
。
今
後
、
医
療
費
等
の

状
況
を
見
守
っ
て
い
き
た
い
。

議
員　

75
歳
以
上
の
保
険
制
度

で
あ
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で

は
、
こ
れ
ま
で
扶
養
と
な
っ
て
い

た
人
も
保
険
料
を
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
滞
納
者
に
は
短
期
保

険
証
等
の
罰
則
が
あ
る
と
聞
く
。

　

そ
こ
で
、
市
は
こ
の
罰
則
を
ど

う
考
え
る
か
。
ま
た
、
減
免
制
度

は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

福
祉
保
健
部
長　

現
在
、
準
備
委

員
会
か
ら
の
説
明
は
な
い
。
罰
則

や
減
免
制
度
は
今
後
の
課
題
と
な

る
と
思
っ
て
い
る
。

▲武蔵野の面影を残す浅間山　


